
診療放射線技師法の改正	 

（施行日は平成 27 年 4 月 1 日、ただし改正の一部は、公布日の平成 26 年 6 月 25 日））	 

改正後	 改正前	 

（欠格事項）	 

第 4 条	 次に掲げる者には、前条の規定による免許

（第 20 条 2 号を除き、以下「免許」という。）を与

えないことがある。	 

(1)	 心身の障害により診療放射線技師の業務（第24

条の2各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2

項を除き、以下同じ。）を適正に行うことができな

い者として厚生労働省令で定めるもの	 

(2)（略）	 

	 

（画像診断装置を用いた検査等の業務）	 

第 24 条の 2	 診療放射線技師は、第 2条第 2 項に規

定する業務のほか、保健師助産師看護師法（昭和 23

年法律第 203 号）第 31 条第 1 項及び第 32 条の規定

にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為

を行うことを業とすることができる。	 

	 

	 

	 

(1)	 磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診

断を行うための装置であって政令で定めるものを

用いた検査（医師又は歯科医師の指示の下に行うも

のに限る。）を行うこと。	 

(2)	 第 2 条第 2 項に規定する業務又は前号に規定

する検査に関連する行為として厚生労働省令で定

めるもの（医師又は歯科医師の具体的な指示を受け

て行うものに限る。）を行うこと。	 

	 

（業務上の制限）	 

第 26 条（略）	 

２	 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所

においてその業務を行つてはならない。ただし、次

に掲げる場合は、この限りでない。	 

(1)	 (略)	 

(2)	 多数の者の健康診断を一時に行う場合におい

て、胸部エックス線検査（コンピュータ断層撮影装

置を用いた検査を除く。）その他の厚生労働省令で

定める検査のため百万電子ボルト未満のエネルギ

ーを有するエックス線を照射するとき。	 

(3)	 多数の者の健康診断を一時に行う場合におい

て、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボル

ト未満のエネルギーを有するエックス線を照射す

るとき（前号に掲げる場合を除く）。	 

（欠格事項）	 

第 4 条	 次に掲げる者には、前条の規定による免許

（第 20 条 2 号を除き、以下「免許」という。）を与

えないことがある。	 

(1)	 心身の障害により診療放射線技師の業務（第24

条の2に規定する業務を含む。同条及び第26条第2項

を除き、以下同じ。）を適正に行うことができない

者として厚生労働省令で定めるもの	 

(2)（略）	 

	 

（画像診断装置を用いた検査の業務）	 

第24条の2	 診療放射線技師は、第2条第2項に規定す

る業務のほか、保健師助産師看護師法（昭和23年法

律第203号）第31条第1項及び第32条の規定にかかわ

らず、診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置そ

の他の画像による診断を行うための装置であって政

令で定めるものを用いた検査（医師又は歯科医師の

指示の下に行うものに限る。）を行うことを業とす

ることができる。	 

(新設)	 

	 

	 

	 

（新設）	 

	 

	 

	 

	 

（業務上の制限）	 

第 26 条（略）	 

２	 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所

においてその業務を行つてはならない。ただし、次

に掲げる場合はこの限りでない。	 

(1) (略)	 
(新設)	 

	 

	 

	 

	 

(2)	 多数の者の健康診断を一時に行う場合におい

て、医師又は歯科医師の立会いの下に百万電子ボル

ト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する

とき。	 

	 


